
タウンミーティングを
行います

タウンミーティング実施の流れ

Moroyama  Town  Meeting　　

　町長が町民の皆さんと直接対話をすることで、よ

りよいコミュニケーションの確保と信頼関係を構築

し、町民の声を町政に活かすとともに、町民との協

働によるまちづくりの推進に資することを目的にタ

ウンミーティング（対話集会）を行います。

　各地区に町長がうかがい、参加者との意見交換を

行います。行政区単位で申し込むことにより実施し

ますが、おおむね 10人以上の参加をお願いします。

※タウンミーティングは全地区を対象に、月２回程

度の実施とします。なお、各地区の実施は年１回と

します。

●テーマ
　①共通テーマ

　まちづくり全般について、意見交換を行います。

特に協働のまちづくりをめざして、町民の皆さんが

自ら進んで課題を解決するための、主体的な取組な

どについて、ご提言いただきたいと思います。

　②地域テーマ

　地域の実情によって問題となっている事項につい

て、意見交換を行います。

●日時・場所
　開催時間は、午前９時から午後９時までの間で

90分以内の対話とします（土日の開催も可能）。開

催場所は各地区の集会所で行います。

●申込方法
　希望する日の１か月前までに秘書広報課に区長を

とおして申込みをお願いします。希望日時と町長ス

ケジュールを調整のうえ、実施の可否を決定します。

『あなたと町長が語り合う対話集会』

タウンミーティングをタウンミーティングを
行います行います

皆さんの声をお聞かせくださ
い

○地区で懇談テーマを設定

○希望日の１か月前に申込書を秘書広報課に提出

○実施の可否を代表者に連絡

○集会所など、開催場所の確保

○タウンミーティングの実施

【お願い】
　対話の内容が、目的に反すると判断した場合は、

開催することができません。また、建設的な意見を

うかがう場であり、特定の個人・団体を誹
ひ ぼ う

謗中
ちゅうしょう

傷す

るものや、個別の要望などをお聞きする場ではあり

ませんので、逸
いつだつ

脱した内容の発言については制限す

ることがあります。

問合せ
　役場秘書広報課広報広聴係ｔ（295）2112 内線

330・332
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